
令和２年７月２２日

道 路 局

球磨川に架かる橋梁１０橋、両岸道路約１００ｋｍの早期復旧に向け
く ま が わ

国の権限代行による災害復旧事業に着手

～道路法改正後、県道等の災害復旧代行の初適用～

○ 令和２年７月豪雨における八代市から人吉市間の国道２１９号等の
やつしろ ひとよし

道路の被災については、球磨川を渡河する橋梁が１０橋流失するなど、
く ま が わ と か

被害が広範囲に及んでおり、被災地方公共団体より国による早期復旧

のご要望をいただいていることから、国土交通省では、流失した橋梁

１０橋を含む国道２１９号や熊本県道等の約１００ｋｍの災害復旧事

業を国が代行することに決定しました。

○まずは、国道２１９号と並行する県道を組合せた１本の啓開ルートの

確保を８月上旬を目途に進めております。また通学路にも指定されて

いる西瀬橋への仮橋設置に着手します。
に し ぜ ば し

○ なお、先般の国会において、県道等の災害復旧事業においても国が

代行できるよう道路法の改正（令和２年５月）を行いましたが、今回

この適用により迅速な代行に努めて参ります。

【直轄代行の概要】

１．球磨川に架かる橋梁：１０橋（深水橋、鎌瀬橋、相良橋、西瀬橋等）
く ま が わ ふ か み ば し か ま せ ば し さ が ら ば し に し ぜ ば し

２．球磨川両岸の道路：約１００ｋｍ（国道２１９号、主要地方道人吉水俣線等）
く ま が わ ひ と よ し み な ま た

問い合わせ先：

道路局 国道・技術課 企画専門官 米村（内線 37-832）

課 長 補 佐 鳥澤（内線 37-842）

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8492 FAX：03-5253-1620



令和２年７月豪雨における直轄権限代行　一覧
【県管理国道】　１路線　約５０km

路　　線　　名 区　　　　　　間
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田
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郡球磨
く ま
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いっしょうち

甲
こ う

字年ノ神
としのかみ

主要地方道17号　坂本
さかもと
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線（坂本
さかもと

橋
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さかもと

町
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ふな

迫
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～ 八代
やつしろ

市坂本
さかもと

町
まち

坂本
さかもと

字新開
しんかい

一般県道158号　中津
な か つ

道
みち

八代
やつしろ

線 八代
やつしろ

市坂本
さかもと

町
まち

中津
な か つ

道
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なかみち

～ 八代
やつしろ

市古麓町
ふるふもとまち

字上
あが

り山
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一般県道259号　小
こ

鶴原
づるはら

女木
め ぎ

線（深水
ふ か み

橋
ばし

） 八代
やつしろ

市坂
さか

本町
もとまち

西部
さ い ぶ
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さ さ お

～ 八代
やつしろ
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さか
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西部
さ い ぶ

ろ字上原
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木
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一般県道272号　球磨
く ま

田浦
たのうら

線（神瀬
こうのせ

橋
ばし

含む） 球磨
く ま

郡球磨
く ま

村
むら

大字神瀬
こうのせ

甲
こ う

字橋口
はしぐち

～ 葦北
あしきた

郡芦北
あしきた

町
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大字箙
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瀬
せ

字和田
わ だ

一般県道304号　一勝地
いっしょうち

神瀬
こうのせ

線 球磨
く ま

郡球磨
く ま

村
むら

大字一勝地
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甲
こ う

字年ノ神
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原
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渡
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橋
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【市町村道】　７路線　約１０km
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市道　中神
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線（天狗
て ん ぐ

橋
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） 人吉
ひとよし

市中神町
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ノ
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く ち

～ 人吉
ひとよし

市中神
なかがみ

町
まち

字馬場
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字別府
べ っ ぷ

町道　川嶽
かわたけ

線 葦北
あしきた

郡芦北町
あしきたまち

大字海路
か い じ

字桃
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木
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平
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～ 葦北
あしきた

郡芦北町
あしきたまち

大字箙
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瀬
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字和田
わ だ

村道　大瀬
お お せ

吉松
よしまつ

線（大瀬
お お せ

橋
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） 球磨
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郡球磨村
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郡芦北
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大字告
つげ
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村道　松本
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大坂
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橋
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） 球磨
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郡球磨村
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お お く ぼ

～ 球磨
く ま

郡球磨村
く ま む ら
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丁
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字下村
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村道　沖鶴
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線（沖鶴
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橋
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郡球磨村
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甲
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主要地方道15号　人吉水俣
ひとよしみなまた

線（西瀬
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橋
ばし
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球磨村
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人吉市



国道219号等災害復旧（直轄権限代⾏）位置図

※⾚字の橋梁は流失橋梁
この他に⽀川に4橋ある
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国土地理院地図
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《権限代行区間》
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国道219号

主要地方道人吉水俣線
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せ と い し こ う だ べや つ し ろ

あ し き た か わ た け

こ づ る は ら め ぎ

ふ か み

か ま せ

に し ぜ

ひ と よ し み な ま た

まつもと

おおせ

さがら

おきつる

てんぐ

に
し
ぜ

こうのせ

かませ

さかもと

ふかみ

芦 北 町
あ し き た ま ち

八 代 市
や つ し ろ

球 磨 村
く ま

まつもと

おおせ

さがら

おきつる

てんぐ

にしぜ

こうのせ

かませ

さかもと

ふかみ

は き

さいぶ

なかたに

せといし

おおの

く ま

べにとり

し
ん
は
ぎ
わ
ら

ひ
と
よ
し

せ
ん
げ
つ

ひ
と
よ
し

み
ず
の
て

あ
け
ぼ
の

く

ま

さかもと

く ま

く ま

ひとよし

さかもと

く ま

ひとよし

べにとり

は き

おおの

せといし

なかたに

せいぶ

しんはぎわら

せ
ん
げ
つ

ひ
と
よ
し

ひ
と
よ
し

み
ず
の
て

あ
け
ぼ
の

人 吉 市
ひ と よ し

やまえ

ひとよし

ひとよしくま

ひとよしくま

さかもと

やつしろ

流失橋梁

※啓開ルートについては
８月上旬を目途に確保予定



【参考】 

 

 
 
 
道路法 
 

第十三条 （国道の維持、修繕その他の管理） 

 

３  国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力

を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区

域の境界に係る場合においては、都道府県に代つて自ら指定区間外

の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合におい

ては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しな

ければならない。 

 

第十七条 （管理の特例） ※令和２年５月道路法改正にて追加 

 

７  国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市

町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路

の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情

を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる

道路について当該各号に定める管理（高度の技術を要するもの又は

高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの

に限る。）を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当

であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から

第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲

内で、これを行うことができる。 

一  指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 

維持（道路の啓開のために行うものに限る。） 

二  都道府県道又は市町村道 災害復旧に関する工事 

道路法 権限代行の根拠法 
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